
  

第一部  総論
第二章  変動する社会における諸問題と厚生行政

前章で述べたような激しい社会の変動は、当然これまでの社会では考えられなかつたような強い衝撃を
われわれの社会に与え、さらに社会の変動をひき起こしていく。しかも、その変動は、今日の技術革新
の早い流れの中で加速度的に動いている。今日ほど、こうした社会変動に対応する「社会的調整」の確
立が必要な時はない。以下、農民、中小企業労働者、低所得階層の生活実態を明らかにし、次いでこれ
に対処する厚生行政の今後の方向を明らかにしていきたい。また、社会現象としての過大都市につい
て、その結果ひき起こされる都市生活のわずらわしさ、社会病理的現象に対して厚生行政の対処すべき
方策、戦後飛躍的に向上した健康水準とこれに即応してとられるべき厚生行政の方向をあわせて述べて
みよう。 
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第一部  総論
第二章  変動する社会における諸問題と厚生行政
第一節  農村社会における生活水準の現状とその対策

前章に述べたような農村社会の変動は、農業政策にとつて微妙な問題を投げかけることになる。すなわ
ち、他産業における就業機会の拡大は、一方では農村の過剰人口を流出させ、その所得水準を高めるこ
とになるが、他方では若年労働力、しかも農家のあととりと目される優秀な人々を離農させ、農業近代
化をはばむ大きな要素を生み出すことになる。すなわち、農業労働力はしだいに老齢化、婦人化する傾
向にあり、今後この傾向はなお続くものと思われる。わが国農業が畜産や果樹栽培にも比重をおいた企
業的農業へと移行しようとする機運のさなかでこのような現象が生じてくることは、今後の農業発展の
うえにいろいろな問題を投げかけている。

以下、農村における生活水準の現状をみるとともに、厚生行政の立場からの農村対策について論じてみ
たい。
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第一部  総論
第二章  変動する社会における諸問題と厚生行政
第一節  農村社会における生活水準の現状とその対策
一  農村の生活水準の現状

まず、農村の生活水準について、その現状をみていこう。まず、農家の所得水準については、農林省が
行なつている農家経済調査によると、昭和三五年度の全国一戸当たり平均の農家所得は四一万一、三三
九円で前年度に比し一〇・三%の増加となつている。このうち農外所得は一九万二、〇九九円で、農家
所得中に占めるその比率は四六・七%で、年々増加の一途をたどつている(第三七表参照)。次に、農業粗
収益と農業経営費を前年度と対比してみると、その伸び率は九・三%、一五・一%と後者の方がはるかに
高い。収益率の低下ということでの問題はあろうが、農業経営費の内容をみると、小動物、育肉用畜
類、飼料の伸びが著しく目だつており、農業粗収入中における畜産物収入の大幅な伸びと対照してみる
と、農業の体質改善への一過程におけるやむをえない現象であると考えることができよう。また、家計
支出は三六万八、四三九円と前年度より七・七%増加し、農業所得の伸び六・〇%を上回つており農業所
得のみでは家計費を充足することがますますむずかしくなつている(第三八表参照)。なお、三五年度は都
市との消費水準の格差は若干縮まつた( 第三九表参照)。家計支出の費目構成を年次別にみると第四〇
表のとおりで、住居費の伸びが著しい。消費革新の声で普及したテレビ、井戸ポンプ、オートバイなど
の耐久消費財がようやく農村にも浸透してきたことを物語るものである。エンゲル係数は、第三八表に
示すとおり家計支出の上昇に伴い逐年低下をみせている。

第37表 農家所得、農外所得の推移(全国)

第38表 農家世帯における農業所得による家計充足度およびエンゲル係数の推移(全府県)
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第39表 全国消費水準の対前年度比伸び

第40表 農家家計費構成の比率

次に、農村における健康の状態をみていくこととする。

戦後、農村の健康状態がしだいに改善されてきたことは、第四一表の市部郡部別の粗死亡率の推移から
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も明らかなところである。ことに、乳児死亡率の改善は顕著なものがあつた。しかし、地域別あるいは
府県別資料からみると、農民の多い地域あるいは県ではその他の地域と比較して死亡率は概して高く、
平均寿命も短い。特に乳幼児死亡率が著しく高く、老年者死亡も非農業者より多い。まず、死因につい
ていえば、一般に農民に特に多いと推定されるものは、脳卒中、循環器の疾患、肺炎および気管支炎な
どである。さらに、地域別、市部郡部別乳児死亡率を三四年の人口動態統計によつてみると、第一二
図のとおり、総数では、農家人口の多い東北地方が目だつて高く、これに次いで北陸、四国地方が高
い。さらにこれを市部郡部別にみると、つねに郡部の方が市部より著しく高く、ことに東北地方におい
ては市部と郡部との間に出生一、〇〇〇対一三以上の死亡率の開きがみられる。同年の東京都の区部に
おける乳児死亡率が出生一、〇〇〇対二二・五であつたのに比べれば、東北地方の五一・〇は二・二倍
以上にあたるわけである。一つの県の内部で市町村単位でみた場合でも、長野県に例をとれば、最低と
最高の間に二倍ないし三倍の差がみとめられるのである。さらに、農村と都市の食生活をみると、農村
における最近の食生活の向上は目ざましいものがあるにもかかわらず、食品摂取量を比較してみると第
四二表のとおり、農村では穀類、いも類などのでん粉質の摂取が都市に比べて著しく多く、魚介類、肉
類、卵類、乳類など動物性食品の摂取が著しく少なく、栄養的にみて未だ相当劣つていることは明らか
なのであり、これらの結果が、口角炎などの身体症候発現率の大きな開きとなつて現われているのであ
る。次に、農村の特殊性を示すと考えられる一、二の疾病をみてみよう。

第41表 市部・郡部別粗死亡率および乳児死亡率の推移

第12図 地域別乳児死亡率(34年)
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第42表 農村と都市の食生活(食品摂取量)の比較

農夫症的症候群

農村保健研究会の最近の研究によれば、農民ことに東北農民の四〇歳台、五〇歳台の者にしばしばみら
れるいわゆる慢性的異常からきていると思われる一連の症候群を「農夫症」と名づけることができる。
健康と自認している四〇歳以上の農婦八二〇名のうち、「肩こり」を訴えたもの六四%、夜間ひん尿五
四%、腰痛三三%、手足のしびれ、息ぎれを特に訴えたものそれぞれ三〇%もあり、このような症候群
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は、都市よりも農村に多く、また、非農家よりも農家に多く発生している。同じ農民でも、水田作に従
事するものより山間の畑作に従事するものの方が農夫症の発生率がはなはだ高いとのことであつた。農
夫症的症候群といわれるゆえんである。

寄生虫病

寄生虫の中には、蛔虫や十二指腸虫のように全国的規模をもつものと日本住血吸虫や肝臓ジストマやフ
イラリアのように地域的なものとがある。いずれも、衛生状態の悪い農村地域に多く、中でも、十二指
腸虫のごときはところによつては蛔虫よりも高い保有率を示している地区があるという。第四三表は、
三五年に厚生省が十二指腸虫症がまん延していると思われる地区について実態調査を行なつた結果で、
農村地区における十二指腸虫寄生率は、一七・五%の高率となつており、特に農村地区の高齢者におい
ては二四・九%という驚くべき数を示している。

第43表 地域別十二指腸虫卵保有状況(35年)

次に、農村における生活環境の水準をみていくことにしよう。まず第一に、農山村に布設される簡易水
道については、給水可能人口に対する普及率はわずかに一八・六%で、都市を中心に布設される上水道
の普及状況(七五・二%)よりもはるかに劣る状況になつている。また、医師、医療機関の分布状況につい
ても第四四表のとおり、工業県と農業県との間には、相当の格差がみとめられる。このほか、保育所の
普及状況については、各論第二五五ぺージに示すとおり地域間の格差はかなり著しいものがある。季節
保育所の普及状況については第四五表にかかげるとおりである。

第44表 医師および医療機関の分布状況(35年末)
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第45表 季節保育所設置か所数

最後に農村の家族形態を、三反以上農家について夫婦と未婚の子からなる「基本世帯」と「その他の世
帯」別に年次推移をみてみると 第四六表のとおりで、その比率はほとんど変わらない。世帯人員からみ
た世帯の分布状況は、第一三図 のように変わつてきているが、三五年度の平均世帯人員は、五・九人で
都市勤労者世帯より依然としてかなり高い。

第46表 世帯構造別にみた世帯数とその分布(耕地面積3反以上の世帯)(各年4月15日現在)
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第13図 世帯員数別世帯の累積分布(耕地面積3反以上の世帯)
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第一部  総論
第二章  変動する社会における諸問題と厚生行政
第一節  農村社会における生活水準の現状とその対策
二  農村に対する厚生行政の方向

次に、以上のことを念頭において厚生行政の立場から変ぼうする農村社会に対して講じなければならな
い諸種の施策を取り上げてみよう。

まず問題となるのは国民年金制度の充実である。国民年金制度については、従来、その年金額が必ずし
もじゆうぶんでないという批判があり、こづかい年金であるという者さえあつた。しかしながら、家族
形態の相違、現金需要の比較的に少ないことなど、農村の現実に照らしてみれば、現在の国民年金の額
は決して低いものでなく、大きい役割を果たしているものである。したがつて、給付内容の改善にあた
つて、その額を若干増額する場合においても、きわめて大きい効果を期待することができるのであるか
ら、国民年金制度の充実については、真剣に検討することが必要である。なお、国民年金制度の財政に
ついて、これを賦課式で運営すべきであるという議論がきかれるが、さきに述べたような農村社会にお
ける人口構成の変動傾向からみると、このような意見はきわめて危険である。すなわち、今後当分の間
は、老齢人口は増大の一途をたどるにもかかわらず、保険料を負担する階層である生産年齢人口は、む
しろ減少の傾向にあるのであるから、年々の給付費用と年々の保険料収入を対応させる賦課式によると
きは、将来の農村若年人口は、過大な負担を負うこととなり、ひいては国民年金制度の基礎をもあやう
くするおそれがある。したがつて今後とも制度の改善を図るにあたつては、できるかぎり積立式に忠実
な線にたつてことにあたることが必要である。

また、老齢福祉年金の支給が始まつた当時、農村では子が相当な年齢に達してもその親がなお耕地の所
有権を有し、そのため所得税が課せられ、その結果福祉年金の支給停止を受けるという事態がみられた
が、このような変則的な事態は、昭和三五年度だけで五万件ほど解消した。制度が一段と充実されれ
ば、このような思わぬ面にも一層の効果が現われてくるであろう。

第二に、農村における保健衛生対策の推進がある。まず、国民健康保険の給付内容の改善について述べ
てみよう。三五年度の国民健康保険の全国平均療養給付率はわずか五三%にすぎず、被用者保険と比べ
て著しく低い給付水準となつている。.しかも、市町村財政力を反映してその内容において市町村間のア
ンバランスが著しく、特に療養の給付のうちなお経過的に給付制限を認められているものについての取
り扱いは多様であり、また、助産や葬祭の支給などの面での差は大きい。三六年四月一日をもつて一応
その目標に達した国民皆保険計画は、今後は、均等でしかも高い水準の医療の給付を行なうべく努力す
る必要がある。もちろん医療保険の充実のみをもつて医療保障の完成をうんぬんすることはできない。
都市とは違い、農村における医療機関の分布はじゆうぶんでないので衛生行政の活躍すべき分野はきわ
めてひろい。

農村における保健所活動は、所外の健康相談を強化し、特に農村特有の疾病に考慮を払う必要があると
同時に、後述するような医療活動との連けいに意を用いなければならない。そのためには試験検査能力
を強化し、近代的な医療設備にめぐまれない農村における医療関係者の便宜を図るのも一つの方法であ
る。さらに、地区の医療機関、団体などの協同のもとに多角的な検診活動にあたるべく努力が払われな
ければならない。また、衛生害虫の駆除、住居を中心とした生活環境の改善も忘れることのできない事
業である。

次に、農村における医療機関網を整備し、特にへき地については、へき地診療所の設置運営のために大
量に国家資金を投下する必要がある。診療所を設けても医師を常駐することが困難な地区には、診療車
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船を巡回させることや救急対策としての患者輸送力の強化などを検討すべきであろう。また、乳児死亡
率を改善し母体の安全を図るために、農村における施設内分べんを促進するための母子健康センターを
一層増設すべきである。

直接住民に接する保健婦の役割は、農村において特に重視されるべきで、保健婦の確保を図ると同時
に、辺地などについては、その駐在制を実施することによつて保健衛生対策の浸透を図る必要がある。

第三に、簡易水道の普及がある。現在、農村地域への簡易水道の普及を妨げているおもな要因として
は、農村地域の市町村財政が一般的に弱体であることと付近に適切な水源がない地域が多いことがあげ
られる。したがつて、今後の施策としては、簡易水道に対する国庫補助率の引き上げを行なうととも
に、都道府県が広域的な立場から水道用水の供給事業に乗り出すことも必要であろう。なお、現行の制
度では給水人口が一〇〇人以下の水道については、なんらの助成策も講じられていないが、農村地域に
おいてはこのような小規模の水道が必要な地域も少なくないので、今後はその設置促進のため積極的な
助成措置を行なうべきである。

第四として、農村における所得水準の向上に伴う余暇時間の健全な利用を図るための文化教養娯楽施設
の設置が必要である。これについては、国民年金の特別融資が保養所、福祉会館などの建設のために貸
し付けられているが、これをさらに促進すべきであろう。

第五に、児童対策として保育所の増設問題がある。二八年度以来国庫補助の対象とされてきた季節保育
所の最近の普及の状況はめざましいものがある。しかしながら農業労働の合理化、節約化はしだいに季
節による繁閑の差を減じ、最近における季節保育所の常設化に対する農村の要望はきわめて強いものが
ある。都市においてはある程度託児施設や幼稚園が児童の保育機能を代行しているが、農業労働がしば
しば通常の労働時間をこえて行なわれる農村の特殊性を考慮すると、農村の場合にはどうしても児童福
祉施設としての保育所が必要であるということになつてこよう。今後の農村における保育対策の充実が
強く望まれるゆえんである。

第六として栄養の改善対策がある。農村における食生活の低位性、体位が劣悪なことについてはすでに
よく知られているところであるが、これを改善するためには、所得水準の向上と並んで栄養の改善対策
が必要である。栄養車による巡回指導、農繁期における共同給食施設に対する国庫補助制度の創設、食
生活慣行是正のための広報活動の強化など今後なすべきことは非常に多い。

第七として、畜産対策の強化に伴うと畜場、さく乳施設の整備の問題がある。特に、と畜場については
明治時代、大正時代以来の施設がほとんどそのまま今日まで残り、木造で、かつ、老朽化しており、ま
た、非衛生的なものがその大部分を占めている。国民所得倍増計画で、一〇年後には三倍程度の伸びが
期待される畜産物を、衛生的に処理し、消費者に供給すると畜場の整備が遅れることは、それだけ農業
生産構造の高度化が遅れることであり、その整備のための抜本的な対策が考慮されるべきである。

このほか、農業の協業化が促進され、その結果雇用労働への依存度が高まることに伴う被用者保険の適
用の問題、都市近郊農村における化学肥料の使用によつて生ずる汚物処理の問題など当面でこそ重要で
はないが将来の難問の萠芽を示している問題が山積している。大きく変わる農村の推移をにらんで、慎
重に検討をしておくべき問題であろう。
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一  人口の大都市集中の現状

わが国の人口移動は、経済の成長、工業化の促進に伴つて、農村から都市への移動、すなわち人口の都
市集中という形態をもつて行なわれてきたものであり、決して新しい問題ではない。しかし、最近にお
ける大都市の人口吸収の激しさは未曽有のものであり、いわゆる大都市問題をもたらしている。

いま、大都市への人口集中の状況を、国勢調査の結果に基づいてみると、第四七表および第一四図のと
おりである。この表では東京都と大阪府を中心とした二つの大都市圏をとり上げているが、全国の増加
人口のうち両都市圏の増加人口の占める割合は、従来東京都市圏で二六・五%から三七・二%の間、大阪
都市圏で一四・三%から二四・六%の間にあつたのが、昭和三〇年から三五年の最近五年間においては、
東京都市圏が五八・一%、大阪都市圏が三一・一%といずれも飛躍的に上昇し、両都市圏を合わせるとほ
ぼ九〇%に及んでいる。また、これに応じて両都市圏の人口の全国人口に対する比率も近年急激に上昇
し、三五年に東京都市圏で一九・〇%、大阪都市圏で一二・二%となつており、両都市圏で全国人口の約
三分の一を占めるに至つている。これらの事実から最近数年間における大都市への人口集中がいかにす
さまじいものであるかをうかがうことができるであろう。

第47表 大都市への人口集中の状況

第14図 大都市への人口集中の状況
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次に住民登録人口移動報告によつて、三五年中における六大都市の人口転出入の状況をみると第四八
表のとおりで、全国の府県間、市町村間転出入者総数に対して、六大都市への転入者は二三%(一一二万
人)、また六大都市からの転出者は一六%(七六万人)を占めている。したがつて、全国の市町村間移動の
約四割が大都市との間に行なわれているわけであつて、これら六大都市がわが国人口移動の中心となつ
ていることがわかる。なお、六大都市から転出する者はそこに転入する者の約七割に相当する数を占め
ており、かなり大きな比重となつていることが注目される。しかし、その転出先をみると各都市とも当
該都府県内の他の市町村か周辺の都府県への転出が大部分で、遠隔地への転出がきわめて少ないことか
ら考えれば、都市部人口の周辺地城への転出がその大きな原因であると考えられる。

第48表 35年中の六大都市の転出入者数(概数)

以上のような事実と関連して最近における大都市の人口分布について特に留意すべき傾向は、都心部に
おける人口減少あるいは低い人口増加の割合と周辺地域における高い人口増加の割合、すなわち大都市
の人口増加割合のドーナツ型分布ということである。この事情を東京都を中心としてみてみよう。第四
九表は、東京都を中心とした大都市圏を同心円的に数箇の地域に区分し、各地域ごとの人口増加割合を
みたものである。これによると、昭和三〇年から三五年の間において都心第一圏では人口がむしろ絶対
的に減少しているのに対し、都心から離れるにしたがつて人口増加率は急激に高まり、周辺区部第二圏
の地域で二七%、都内市部の地域で二四%、都内郡部で三六%の増加率となつている。さらに、周辺県の
うち東京都との関連の強い地域においてもかなりの増加率がみられる。このように大都市への人口集中
の方向が都心への求心的集中から周辺地域への遠心的分散へと転換してきたことは、集中する人口が住
宅難の解決のために郊外に居住地を求めるようになつてきたこと、交通機関のめざましい普及により都
心部と周辺地域との時間的間隔が急速に縮小されてきたことなどによるものと考えられる
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第49表 東京都および周辺地域における人口の推移

最後に、大都市における昼間人口についてふれておこう。近年における激しい人口移動に伴つて大都市
における人口集積は急速度で進展し、都心の人口はすでに飽和状態に達している。このため、流入人口
は周辺地域に常住地を求めるようになり、従業の場所(都心)と常住地(周辺地域)との距離がしだいに拡大
され、両地域間の移動はきわめて著しくなつてきた。また、同様の事情から学生生徒の通学距離も長く
なり、日々の移動を一層激化させている。そこで、この通勤、通学による移動の状況を昼間人口として
とらえ、その実態を明らかにしておこう。なお、三五年一〇月の国勢調査では、従業地や通学地を調査
することにより昼間人口のは握を試みているが、これについての全国集計はいまだ発表されていないの
で、ここでは東京都における集計結果を用いて、分析を進めることとする。

三五年一〇月現在東京都の昼間人口は一、〇一四万人を数え、夜間人口の九六五万人の五・一%にあた
る五〇万人の増加となつている。この夜間人口と昼間人口との差を三〇年の国勢調査の結果(二九万人、
夜間人口の三・六%)と比較すると、今回は二〇万人の増加となつており、東京都と周辺県との人口交流
の激しさを如実に物語つている。この昼間人口の構成を示したのが第五〇表であるが、これによると、
他県へ流出する人口が一三万人、他県から流入する人口が六三万人で、その差にあたる五〇万人が流入
超過となつている。三〇年の構成に比しきわだつた特色は、他県から流入する人口が実に六割以上も増
加したことであり、夜間人口の周辺地域への拡散の激しさをうかがわせる。なお、他県との流出入人口
に都内で移動する人口二一六万人を加えると、総移動量は、二九二万人に達する膨大なものとなつてい
る。このような通勤、通学による移動現象は、単に東京都のみにとどまらず、大阪市や名古屋市などの
大都市にも共通してみられるところであり、大都市問題の検討にあたつてじゆうぶんな配慮が望まれ
る。

第50表 東京都の昼間人口構成
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二  人口の大都市集中の諸問題とその対策

人口の大都市集中がいかに激しい勢いで行なわれているかは前述のとおりであるが、これに伴つて、大
都市には幾多の問題が生じている。ここでは、そのおもなる問題について、現状とこれに対処すべき施
策の方向を述べてみよう。
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二  人口の大都市集中の諸問題とその対策
(一)  水道給水事情

大都市への人口集中は、必然的に水道の使用量を増大せしめたため、水道の需給状況は近年著しくひつ
迫してきた。毎年夏季になると断水、減水の事態が各地にみられるのはこのことをはつきり示してい
る。水道の使用量は生活水準のバロメーターであるという考え方からするならば、このような事態は生
活水準の向上をはばむ要因として放置できない問題といわなければならない。最近の大都市における水
道の需給状況をみるため、東京都を例にとつて標準一日最大給水量(標準施設能力)と一日最大給水量(実
績)とを対比させたのが第一五図である。これによると、昭和三四年以来三次にわたり施設の拡充を行な
つたにもかかわらず、水道使用量の激増のため需給関係はほとんど改善をみていない。このことは、各
家庭の給水不良をもたらす主要な要因となつているが、三四年七月には給水不良栓は一六万以上、総栓
数の一四%余に及び、水道の危機を如実に示している。

第15図 東京都の水道水の需給状況
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水道の供給を増加するには、豊富な水源があり、その水を飲料に適するよう浄化するための施設があ
り、浄化された水を各家庭に配分する施設が整備されなければならない。最近における給水事情の悪化
は、浄化施設や配水施設の整備が急増する人口に追いつかないこともあるが、適切な水源の欠乏がその
最大の原因となつており、給水能力の増大は容易ならざる事態にある。今後、大都市における水道需給
関係の改善を図るためには、水源の確保をはじめ、浄水、配水施設の整備に最大限の努力をすることが
もちろん必要であるが、これとともに海水の淡水化、下水の浄化なども検討されるべきであろう。
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(二)  汚物処理事情

人口の増大は、これと併行的に生活から排出されるし尿やごみなどの汚物の量を増大させていく。わが
国の都市は、一般的に下水道の普及が遅れ、またこれに代わるし尿浄化そうの整備もはかばかしくない
ため、排出し尿の大部分は便所からくみ取り、これを運搬処分している。従来農村におけるし尿の肥料
としての需要が強かつたため、くみ取りし尿の処分に特に困難はなかつたが、近年化学肥料の普及に伴
いその農村需要が著しく減少し、し尿の処理事情はきわめてひつ迫してきた。このため、下水道および
し尿消化そうなどし尿を衛生的に無害化する施設の整備が促進されてきたが、これもいまだ不じゆうぶ
んな状態にあり、海洋投棄や不衛生処分が著しく増大している。人口集中の急激な大都市においては、
このような傾向が一層強く現われている。昭和三〇年以来の東京都におけるし尿処理状況を示したの
が第六四表であるが、これによると、海洋投棄は二倍以上、不衛生処分は七倍以上に増大しており、下
水道やし尿消化そうなどのし尿処理施設の整備が飛躍的に進められないかぎり、近い将来東京都のし尿
処理事情が完全に行きづまることもじゆうぶんに予想される。

一方、ごみ処理事情をみると、焼却施設などのごみ処理施設の整備が最近急速に進展してきたが、依然
として、ごみの大部分は埋め立て処分されている。東京都における昭和三〇年以来のごみ処理事情を示
したのが第五一表であるが、特に、排出されるごみの七割以上が埋め立てにより処分されている点が注
目される。しかし、最近のすう勢をみると、適切な埋め立て地が少なくなつてきており、ごみ処理事情
もし尿の場合と同様急速にひつ迫の度を強めている。

第51表 東京都の汚物処理事情の推移
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以上のようなし尿やごみ処理事情の行きづまりに対処するためには、今後下水道終末処理施設や清掃施
設が促進されるべきであるが、これと関連して、大都市において現在特に問題となつているこれら施設
の設置場所の確保にも特別の配慮が必要であろう。
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(三)  公害

大都市における人口や産業の過度の集積は、大気汚染、水質汚濁、騒音などいわゆる公害の現象を誘発
しやすい。これらの現象は、住民の生活の能率を著しく低下させるばかりでなく、住民の健康に対して
も好ましくない影響を及ぼしている。公害の発生原因としては、種々のものがあげられるが、そのうち
でも産業活動に起因するばい煙、汚水、騒音、振動、さらにはちまたにひしめきあう自動車の騒音や排
気ガス、冬季に著しいビルからのばい煙などは典型的なものであろう。これらの現象がわが国の大都市
においても急激に増大し、大都市の住民の生活にさまざまな影響を与えるに至つていることは否めない
事実であり、一方住民のこの問題に対する関心もようやく高まりつつある。

いま、昭和三五年六月に内閣官房審議室が行なつた都市住民の環境衛生についての要望調査によつて、
騒音、振動、大気汚染などによる影響の実態をみると、第一六図のとおりである。これによると、東京
都の区部や五大市は、その他の都市に比べ公害の影響を受けている者の割合がはるかに高く、五割以上
の者がなんらかの公害の影響を受けていることになる。また、東京都に例をとつて最近の公害件数(陳情
件数)の推移をみると第一七図に示すとおり、近年急激に増大するに至つている。

第16図 騒音、振動、大気汚染などによる生活妨害の状況

第17図 東京都における工場公害発生状況の推移
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ところで、公害問題のうち現在最も社会的な関心をひき、また保健問題に密接な関連性のある大気汚染
について、市民の苦情を中心としてその発生源を調べると、従業員数の少ない小規模工場が圧倒的に多
いことが注目される。わが国の大都市では従来都市計画がじゆうぶんでなく、また、それが必ずしも守
られていないため、このような小規模工場が住宅地域の中に混在していることがその大きな原因と考え
られるが、都市全体の立場からするならば、大規模工場からの大気汚染の影響がきわめて大きいことを
忘れてはならない。

このような現状を考慮するならば、今後は大気汚染の状況が著しい地域にあつては常時その汚染状況を
監視し、汚染物質の発生源となつている施設に対して、規模の大小を問わず公害防止の観点から積極的
な指導を行なうとともに、さらに進んで、工場の新設にあたつて必要な規制を行なうなど被害者である
住民の立場をじゆうぶん考慮しつつ、長期的な見通しのもとに強力に大気汚染防止措置を講ずる必要が
あろう。
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(四)  公園

都市公園は、都市住民の保健衛生を増進し、あるいは都市住民にレクリエーシヨンの場を提供するなど
種々の重要な機能を果たしている。ところで、昭和三六年三月末現在における公園と都市人口一人当た
りの公園面積は、第五二表に示すとおりである。これによると、全国都市平均で二・二四平方メートル
となつており、またこれを公園を最も必要とする大都市に限つてみると、東京都と横浜市の〇・八平方
メートル、大阪市の〇・九平方メートルなど都市平均をさらに下回つている都市が多い。現在、都市公
園法で定められている都市人口一人当たり六平方メートルという公園整備目標と比較すると、その整備
が著しく遅れていることがわかるであろう。一方、欧米諸国の主要都市では、ロンドン、パリー、ニ
ユーヨーク、モスコーの各都市で一〇平方メートル前後、ウイーンで二七平方メートル、ワシントンに
至つては四五平方メートルにも及んでおり、わが国の主要都市とは雲泥の差が認められる。

第52表 都市公園整備の現状

もちろん、公園の整備状況を論ずる場合、公園整備のニードもじゆうぶん考慮されなければならない。
たとえば、大都市でも現在のような人口の過密でなかつた時代には、各住宅に狭いながらも専用の庭の
あるのが普通であつたため日光浴に公園まで出かける必要も少なかつたであろう。しかし、最近におけ
る人口の過度集中の結果、地価の高騰も加わつて、住宅の高層化が急激に進展し、アパート生活が一般
化してくると、都市住民の保健上の立場から都市公園の整備は必須のものと考えられるようになつてき
た。

また、最近の道路交通事情の悪化と関連して、交通事故の問題が強く一般の関心を集めているが、昭和
三五年における東京都の交通事故は、事故総件数約一五万件、死者約一、二〇〇人、重軽傷者約六万
四、〇〇〇人に達しており、また物的破損による損害額も約一五億円に及んでいる。また交通事故死に
ついて最近における推移をみると、自動車一万台当たりの交通事故死数は急激に減少してきたにもかか
わらず、人口一〇万当たりの交通事故死数は逆に増加している。このことは、最近の交通事故の激増が
主として交通機関ことに自動車台数の激増によるものであることを示している。
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このように交通事故が激増し、特に幼児や児童の輪禍による被害が年々増加の一途をたどつてくると、
その最大の原因である子供の路上遊戯をなくすため児童公園の整備もますます必要性を加えてきてい
る。さらに、最近スポーツ熱が国民全般に広く普及してきたことを考えると、運動公園の需要もきわめ
て強いといわなければならない。

このように人口の大都市集中に伴つて都市公園の整備に対するニードは著しく強まつてきたのである
が、人口がすでに飽和状態に達しているわが国の大都市では、都市の区域内に、適切な公園を造成する
ことはきわめて困難であると考えられる。したがつて、今後における対策としては、都市公園の造成促
進につとめることはもちろんであるが、同時に都市の周辺部に適切な自然公園を多数造成し、都市公園
の補完的機能をも果たさせることが必要である。このような観点から、都道府県立自然公園の造成、整
備をこの際積極的に促進すべきである。また、人口密集地域における児童の遊び場として、児童厚生施
設の整備も必要であろう。
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第一部  総論
第二章  変動する社会における諸問題と厚生行政
第二節  大都市における諸問題とその対策
二  人口の大都市集中の諸問題とその対策
(五)  スラム

人口の都市集中は、スラムを生み出す傾向を持つている。スラムは、都市に生ずる過密集不良住宅地域
で、しかもその地域が他の社会とは隔絶した独特の生活様式なり、生活意識を持つた集団からなつてい
る地域であり、いわば人口が都市に集中する結果生ずる一つの社会病理現象であるが、その成立の態様
に応じて、様々の特性が生じている。成立態様の第一には、産業構造の急激な変動が、農村から大量の
人口流入をもたらし、あるいは新しい産業体制に順応できない階層が集結した場合があり、第二には国
外からの移民が、自国の生活様式をそのまま維持するために集団をして生活する場合がある。また、浮
浪者、犯罪者、家出人など通常の社会生活についていけないアウト・ローの階層によつて形成される場
合もある。さらには、特異な歴史的背景のもとに集団が形成され、その環境が不良なためスラム化して
くる例も少なくない。このほか、戦後のわが国の特殊な問題として、戦災や引き揚げという社会条件の
激変の結果生じた貧窮階層を収容するための施設が、著しく老朽した結果スラム化した例がかなり多
い。

その成員についてみると、そのかなりが単身者世帯で、家族を構成している場合であつても分解しやす
い不安定世帯が多い。また、職業は、稼ぎの悪い単純労働に従事している者が多く、生活水準は著しく
低い。売春などの反社会的職業が生まれることも珍しくないという。その生活は、食堂、炊事場、洗た
く場、便所などの公共施設に依存する度合いがかなり高く、一つの閉ざされた社会をつくる大きな要因
となつている。

この対策としては、欧米諸国ではかなり早期からスラム・クリアランスと称して不良住宅の一掃を図つ
てきているが、一つの場所からスラムが駆逐されても、他の場所に発生するなど必ずしも効を奏してい
ないといわれている。これは、要するにスラム対策が物理的側面からのみ推進されるべきものではない
こと、その抜本的対策としてはこのような地区が発生する社会的要因をまず除去すべきことが肝要であ
ることを物語つている。したがつて、スラム対策としては、まず一般の低所得階層対策を充実すべきこ
とはいうまでもないが、同時に住宅の整備、共同施設の建設、地区住民の生活指導などの対策が必要で
あろう。まず、住宅面の対策としては、現在住宅改良法に基づき改良住宅の建設などの方策がとられて
いるが、そのほか低所得階層を対象とした低家賃の福祉住宅ともいうべきものを環境の良好な地域に整
備する方策も検討すべきではなかろうか。また、現在のスラムに対する施策として、福祉会館、簡易宿
泊所、食堂、共同洗たく場、共同便所などの共同施設の設置を図るとともに、児童の健全育成化に対す
るじゆうぶんな措置と地区住民に対する通常の社会生活適応のための生活指導の方途を講ずることが必
要であろう。
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第一部  総論
第二章  変動する社会における諸問題と厚生行政
第二節  大都市における諸問題とその対策
二  人口の大都市集中の諸問題とその対策
(六)  少年犯罪

人口の都市集中に伴うもう一つの社会病理現象として、都市における高い犯罪発生率がある(第五三表参
照)。この場合、単に犯罪発生率が高いというならば、それは都市における種々雑多な階層の存在、社会
的落ご者が多いこと、貧富の差の著しい対照などからある程度理解することもできよう。しかし、犯罪
者が少年の場合には、その周囲の環境の強い刺戟を受けたためということができ、この点からその防止
対策が特に必要とされている。なお、都市におけるマス・コミの発達は、ややもすると不良文化財を同
時に増加させて犯罪醸成の原因となる面もある。

第53表 六大都市・その他の地域別の刑法犯発生件数および発生率

第五四表は、三五年中の少年犯罪の発生率を全国と六大都市で比較したものである。主要罪種のうち、
性犯罪、放火、殺人については,六大都市も全国もあまり変わりがないが、窃盗、恐喝などは、六大都市
に多い。少年非行については、ことに予防にまさる治療なしの原則が妥当する。社会環境を浄化し、未
然に悪の萠芽を絶ち切るよう、今後児童の健全育成対策の一層の強化を図るべきであろう。健全育成対
策の推進については、地域的紐帯が欠けている都市ではかなり困難な問題が伴うが、地域組織活動の強
化、不良文化財の追放、児童遊園、児童館の整備などを通じて都市における社会環境の悪化から児童を
守るための施策を真剣に考究する必要がある。

第54表 主要罪種別刑法犯検挙状況(35年)
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第二章  変動する社会における諸問題と厚生行政
第三節  中小企業労働者の問題とその対策

経済の高成長に伴う最近の雇用情勢の好転は、わが国の労働力市場に強い影響を及ぼし、さきに述べた
ような質的な変化をもたらしたのであるが、中小企業では依然として少なからぬ問題が包蔵されてい
る。以下、中小企業労働者を中心に、これを取り上げていくこととしよう。
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第二章  変動する社会における諸問題と厚生行政
第三節  中小企業労働者の問題とその対策
一  中小企業労働者の生活水準の現状

労働力に対する強い需要は、反面、技術革新に適応する良質な若年労働力を求めようとする大企業の求
人攻勢に押されて、中小企業に求人難をもたらした。新規中学卒業者について、その規模別就職先を労
働者の「職業安定業務統計」からながめると、全産業計で五〇〇人以上が二三・六%(前年度一三・
二%)、一〇〇人から四九九人二六・六%(同一八・七%)、一五人から九九人三〇・三%(同三五・一%)、
一四人以下一九・五%(同三三・〇%)を占めており、一〇〇人以下は前年の七割から五割にへつてきてい
る(第五五表参照)。この結果、中小企業における求人の充足状況は非常に悪化し、 第五六表のとおり、
充足率(求人数に対する就職者数の比率)は全産業規模、一四人以下では二八・五%と、五〇〇人以上の七
五%のおよそ三分の一という有様になつている。中でも卸売小売業の充足率は、全体として、異常に低
い。多年賃金が低くてもすむ若年労働力を補給することにより賃金源資の増大を防いできた中小企業に
とつては、これは大きな痛手である(第五七表参照)。第五八表でみてもわかるように、こうした求人難を
打開するために中小企業では、三六年度にはかなり高い初任給の上昇を示した。この状況を「労働力流
動性と給源の実態」からみると、中学卒本工の初任給上昇率は、規模が小さくなればなるほど高くな
り、絶対額においても中学卒労務者の初任給は五、〇〇〇人以上の七、八五一円、一、〇〇〇人から
四、九九九人の七、二一八円、一〇〇人から九九九人の七、一一一円、三〇人から九九人の七、二九九
円と、中小企業と大企業との賃金格差はほとんどみられない。

第55表 35年3月中学卒就職者の産業別・規模別構成比

第56表 産業別・規模別新規学卒者充足率(中学)
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第57表 規模別・年齢別製造業男子労働者構成の推移

第58表 規模別・年次別・学歴別・性別学卒者初任給および対前年度比較
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しかしながら、このような初任給の大幅な上昇だけで中小企業の求人難が解決するものではない。なぜ
ならば、大企業で現在採用している若年労働者に対する絶対的低賃金を比較しただけでは、中小企業の
初任給がこれに劣らないものであることをいくら主張しても少しも問題の解決に近づかないからであ
る。大企業における若年労働者の低賃金は、年齢を増すごとに定期昇給によつて上昇する年功序列型賃
金でカバーされているのに対し、中小企業ではそれがほとんど期待できない。第一八図でみるように独
身の若年労働者の賃金は、同じような仕事に従事している高年齢労働者に比べると、相当に低く、か
つ、その賃金の絶対額は、企業規模間においてはほとんど差がない。しかし、段々年齢が増すにしたが
つて企業規模間の賃金格差は拡大し、三五年の賃金構造基本調査でみると四〇歳から五〇歳の男の労務
者の場合、一、〇〇〇人以上を一〇〇とすると一〇人から九九人は実に五六・九という著しい格差を示
している。

第18図 製造業の企業規模別年齢別賃金(労務者)

中小企業において中高年齢に達したときの賃金の低さを考えると、たとえ初任給は同じであるとして
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も、誰もが中小企業で働きたがらず、将来の見込みが明かるく、しかも景気の変動に際して経営が安定
している大企業を選ぶであろうことは、火をみるよりも明らかである。加えて、大企業と中小企業との
間には現金給与の比較だけでは律することのできない福利厚生面での格差が大きい。以下、中小企業労
働者の生活水準の実態を明らかにし、次いでこれを向上させるために厚生行政の取るべき諸方策につい
て述べてみることとしよう。

まず、ここで取り上げる中小企業とは何かという問題から論じていこう。中小企業と大企業とを区別す
るメルクマールにはいろいろのものが考えられる。あるいは資本の額により、あるいは従業員数によ
り、あるいは経営形態により、あるいはこれらを組み合わせ、さらには産業別にそれぞれ区別するなど
の方法がある。ここでは、資料の制約などから厳密に定義することは避け、ただ中堅企業として合理的
な企業経営の下に大企業にまで躍進する可能性のあるものは一応考えないこととし、零細企業であるお
おむね従業員三〇人未満程度の事業所を中心に述べていきたい。いわゆる中堅企業と零細企業、特に商
業との間には同じく中小企業とはいいながらも相当に異なるものがあると思われるからである。

第一に、事業所数と従業者数(常雇のみ)の分布状況を企業規模別にみてみよう。三二年と三五年の事業所
統計調査の結果をみると、 付表八のとおりで、中小企業の比重はやや減じてはいるものの依然として、
その占める地位は高い。特に卸売業、小売業の場合は三五年度調査では三〇人未満事業所が、全産業計
に対して、事業所数においては九九・三%、従業員(常雇)数では七一・九%を占め、商業の場合はおおむ
ね全体を中小企業として考えなければならないことを示している。その所得水準を昭和三四年全国消費
実態調査を通じて世帯主の面からながめてみると、付表九のとおり中小企業従業者が世帯主である世帯
の実収入は、事業所の規模が小さくなればなるほど低くなつており、さらにこの中には、世帯主の低い
収入を補うための妻、その他の世帯員による収入が相当部分を占めており、世帯員はかなり少ないにも
かかわらず有業人員が多いという典型的な「低所得多就業形態」を作り出している。この傾向は、一人
から四人事業所において特に著しい。

所得分布をみると、一人から四人では一万円に満たない階級が全体のほぼ三分の一を占め、一、〇〇〇
人以上の一〇分の一と対照的である(第五九表参照)。消費の水準と消費性向もまた所得水準を反映して相
当の格差を有している( 付表九参照)。一人から四人、五人から二九人のエンゲル係数は四九・九と四
五・九でかなり高い数値を示している。また食料費の中では穀類の占める比率が一人から四人で著しく
高いことが注目される(付表九参照)。その他の費目の構成割合については、さほどの特徴を持つていな
い。次に、世帯主の企業規模別の分布をみてみると、付表九のとおりとなり、小規模企業に勤める世帯
主の比率は、事業所統計調査でみた従業員(常雇)割合より低い。小規模企業従業者(常雇)の多くが世帯主
以外の世帯員であることによるものであろう。

第59表 世帯主の企業規模別・現金勤め先収入階級別世帯数分布(勤労者世帯)(全国)
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次に、中小企業労働者の福利厚生の実態がどうなつているかをのぞいてみよう。少し古いが三二年一二
月に労働省で行なつた企業直営福利施設調査を使うこととする。産業別にいろいろと問題はあろうが、
一応これを無視して福利施設を持つている事業所数の割合を施設調査からみてみると付表一一-一のとお
りで五〇〇人以上規模の事業所ともなれば、数の上ではほとんど完備しているといつていい。ここで注
目すべきことは、一〇〇人未満とそれ以上の事業所の設置率にぐんと差がでていることである。企業が
負担する福利厚生費についても同じような傾向が認められる(付表一一-二参照)。

次に、これを施設の種類ごとにみていくと、三〇人から九九人規模事業所では住居施設の五割強を除い
ては、いずれも二割から三割という低い設置率である。以下、順次みていくこととしよう。

(1) 戦後の住宅事情のひつ迫は、企業直営の福利施設の面にも表われ、住居施設(一般住宅、単身者
住宅、寄宿舎)は労働者の要望の最も高いものとしていずれの規模においても上位にランクされてい
るが、その利用状況をみると五〇〇人以上では三六・五%、一〇〇人から四九九人では二七・
七%、三〇人から九九人ではわずかに二四・九%の労働者がこれを利用しているにすぎない(付表一
一-三参照)。もちろん一口に利用といつても単身労働者の多い中小企業と中高年齢労働者を、多く
かかえた大企業とでは利用する住居の種類が違う。付表一一-四は、一般住宅の利用状況を示したも
ので中小企業においてはこれを利用する労働者の割合は大企業労働者と比べてかなり低くなつてい
る。 

単身者住宅や寄宿舎では、労働者の年齢構成の差異によるためであろうか、むしろ逆に中小企業労
働者の利用率の方が高目に出てきている(付表一一-五および付表一一-六参照)が、部屋の広さや室
料についてははるかに不利な結果になつている。企業から支給されるフリンジ・ベネフイツトの格
差が、ここにあらわれているということができる。 

(2) 診療衛生保育施設の種類別設置状況は、付表一一-七のとおりで、いずれも採算性を考えれば、
中小規模事業所では設置が不可能な施設ともいえようが、その設置率は著しく低い。浴場、理容
室、美容室などを含む衛生施設についてだけは、中小企業でも比較的普及している。 
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(3) 経済施設は、給食施設、販売施設などからなつており、その設置状況は付表一一-八 にみるとお
りである。規模が小さくなるほど施設の設置率が低くなることも、診療衛生施設と同様経営の点か
らいつて無理はないといえよう。 

(4) 教養娯楽体育施設は、従来ややもすると生活の基礎的分野からはかけはなれた副次的な施設と
考えられ重視されていなかつたが、消費革新やレジヤー・ブームの声がきかれ、しかも労働時間の
短縮に伴い余暇時間が増大している今日、当然こうした施設に対する需要は増すものと思われる。
規模が小さくなるほど設置率は、相当に減少している。教養娯楽施設と体育施設についてさらに細
分してみたのが、付表一一-九および付表一一-一〇である。 

(5) 金融保険施設の種類別の設置状況は付表一一-一一のとおりで、社内保険施設では規模別格差が
比較的小さいことが目だつている。貸付金の利用状況をみたものが、付表一一-一二で規模別格差は
ほとんどみられないことから推測すると、設置状況の規模別格差はまつたく資金ぐりの関係からで
あろう。 

(6) 最後に、中小企業労働者の福利厚生について、企業が負担する福利厚生費の面からながめてみ
よう。福利厚生費に占める法定福利費(健康保険、厚生年金保険、失業保険、労働者災害補償保険の
保険料)の割合は、規模別にはほとんど変わらない。法定外福利厚生費において、はじめて規模別の
格差が現われる。一人当たりの額について事業所の規模別にみたものが付表一一-一三で、中小規模
の事業所では、過半数の事業所が五〇〇円未満となつている。

次に中小企業労働者の健康の状態に触れてみよう。

中小企業労働者の健康管理の問題についていえば、労働基準法に基づく定期健康診断の実施率は第六〇
表で明らかなとおり、事業場規模が小さくなるにしたがつて低下している。したがつて、この表の対象
とされていない従業者四九人以下の事業場の実施率はさらに低いものと考えられる。ことに、結核につ
いては、検診の徹底して行なわれていない零細企業従業者に有病者が累積されているものと推定されて
いる。足利地方の中小紡績業の結核に関する最近の研究によれば、従業員九九人以下の企業における要
注意者の発見率は、一〇〇人以上の場合の約二倍、要療養者の場合は二・五倍ないし五倍であるとなつ
ている。

第60表 定期健康診断実施率の推移

また、職業病についてみると、大企業と中小企業で病気の種類がちがうことはあまりないが、病気の軽
重にはかなりの差がみられる。中小企業では一般的にいつて労働条件がよくないから非常に重い例が発
生することがある。ベンゾール中毒を例にとれば大企業の場合には精密検査をいろいろやつてはじめて
わかる程度のものが多いが、中小企業の場合は、明らかな皮下出血の出るような重い例が発見される。
三四年一〇月東京都の下町地区に発生したベンゾール中毒の検診成績によれば自覚症状として皮下出血
をうつたえたものが、四%以上もあつたことは周知の事実である。また、産業疲労の問題にしても、技
術革新の波がしだいに中小企業にまで波及して、労働密度が濃くなるにつれ、中小企業は各種の条件が
悪いために疲労度も大きく、しかも蓄積される傾向を持つている。加えて、低賃金、長時間労働がます
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ます栄養状態を劣悪化させ、ことに動物性たんぱく質とビタミンBの不足を証する身体兆候が多発してい
るといわれている。
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次に、このような状態にある中小企業労働者に対して、厚生行政の立場からどのような施策を展開すべ
きかについて論じてみよう。ただその前に中小企業がわが国経済に占める地位については、一言してお
く必要があろう。中小企業の中にはもともと経済的にみた場合成り立たないのではないかと思われるよ
うなものが存在しているが、国民所得倍増計画の中でも述べられているように、今後一〇年間において
も中小企業が生産、流通面に占める地位には大きな変化が起こらないであろうし、したがつてわが国経
済において占める中小企業のウエイトの大きさ、従業員数はなお多きにのぼることを考えれば、今後そ
の経営の近代化、適切な業種への転換、正常な労使関係の確立、資本の充実などの経済政策の強力な推
進を図ると同時に、これまで述べてきた中小企業従業者の各面からみた低い生活水準を引き上げるため
の施策をより前進させる必要がある。

すなわち、中小企業の健全な発達を図るためには、車の両輪である経済政策と社会福祉政策の促進がま
ず必要である。特に、商業については、その大部分が零細企業に属しており、しかも国民の日常の生活
に直結しているものが多く、ために小規模ではあつても、地域的に適正な分布が行なわれていることが
国民生活上望ましいといえるだけに、現在のように貧弱な中小企業労働者に対する福祉対策では、到底
深刻な求人難を打開することはできないし、中小企業の将来は暗いものとならざるを得ない。今後の厚
生行政のかなり大きな部分を、こうした零細企業労働者の福祉の向上に振りむける必要があろう。以下
今後とるべき施策についての青写真の概略を展開してみよう。

第一に、五人未満事業所に対する健康保険と厚生年金保険の適用問題がある。現在五人未満事業所に対
しては、任意包括適用制度や任意単独被保険者の制度が設けられ、この種社会保険に加入するみちは部
分的には開かれているわけであるが、現実にはわずか厚生年金保険三万九、六五九事業所、健康保険四
万九三五事業所が適用されているにすぎない(三五年一〇月一日現在)。また、三五年一一月に総理府社会
保障制度審議会事務局で行なつた「小規模事業所における社会保障に関する実態調査」では、従業員数
が一人から四人の調査事業所五、六九二か所中、健康保険適用事業所は七八八か所(一三・八%)、厚生年
金保険適用事業所は六七八か所(一一・九%)、国民健康保険組合加入事業所は四四〇か所(七・七%)とな
つている。およそ、事業を営む限り、社会保険における負担ぐらいは、ある程度甘受すべきが事業主の
義務であろうし(もつとも零細事業主の場合は雇用者と変わらない生活状態にある者もあり、一概にいう
ことが困難な場合もあろう。)、現実に地域保険と被用者保険の給付内容に格差がある以上、被用者にと
つては、被用者保険への加入が許されることはそれだけ福祉の向上が図られたことになるわけなのであ
るが、それには、それをはばむさまざまな要因が横たわつている。これまでは、事業主の社会保険に対
する無理解、保険料負担の回避ということが大きく取り上げられていたのであるが、前者については、
国民皆年金、国民皆保険の達成された今日では最早問題となりえないし、後者についても右に述べたよ
うに、この程度の負担は事業を営もうとする者にとつてはある程度社会的義務であると考えるならば、
もはやあまり強い理由とはなりえないであろう。問題の根源は、やはり零細事業主の事務処理能力と被
保険者の確認の可能性と保険財政に与える影響であろう。零細事業主の経理の状況について、三二年末
に通商産業省で行なつた「中小企業総合基本調査」からながめてみると、第六一表のとおり、従業員数
一人から三人、四人から九人の製造業事業所では、それぞれ帳簿組織のないものが五八・八%と一九・
九%、営業費と家計費が分離されていないものが七九・四%、四〇・五%、青色申告をしていないものが
八四・二%と四七・六%という結果がでている。このようなあいまいな経理の状況の下では、複雑な社会
保険関係事務にまでは到底手を伸ばしかねるであろうと推測されるし、もし手を伸ばすとしても、次の
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被保険者の確認という点で問題になつてくる。中小企業になればなるほど使用関係が複雑であるし、先
にも述べたように労働異動率が激しく、しかも報酬のは握、保険料の納入も容易でなくなつてくる。ま
た、いわゆる「逆選択」を防ぐことも困難になるわけである。

第61表 製造業従業者規模別青色申告、帳簿組織、家計費と営業費との分離の有無別企業数および構成比

(32年)

五人未満事業所に社会保険を適用していくためには、このように幾多の障害があるので早急に実現する
ことは困難であろうが、方向としては適用範囲を拡大していくように努力すべきであろう。

第二に、中小企業従業者のかなり大きな部分を占める働く児童の福祉の向上対策についてみてみよう。
三六年一月現在、労働基準法の適用を受ける事業場(家事使用人を使用する場合は除かれている。)は全国
で一五四万あるが、そこで働く児童(一八歳末満)の数は一二五万五、〇〇〇人を数えている。その規模別
の就業状況は、第六二表のとおりで、従業員一〇〇人未満の事業場に働く児童の数は、全体の六三%を
占めている。この比率は、三四年六六%、三五年六五%とわずかではあるが減少傾向をたどつている。こ
うした働く児童の職場への定着率は、相当に低いが、企業規模別にみた場合は第一九図のとおり三四年
三月中卒者のうち、従業員五人未満事業所では、三か月以内に一四・五%が、一年以内に三八・三%が、
一年半以内に四二・七%の者が職場を離れている。一年半のうちにはほとんど半数の者が職場を離れて
いるわけである。おそらく、中小企業における労働条件に不満をもつたためであろう。もつとも、最近
における中小企業での労働条件の改善はかなり著しいものがあり、先に述べた初任給の引き上げと並ん
で、商店などの夜間一せい閉店制や、一せい週休制が全国に普及し、労働時間はかなり減少してきてい
る(三五年四月に東京都衛生局で理容業について行なつた調査では、ほとんどの営業所が月四回の休日を
設けている。)。この結果、一日一時間から二時間程度の自由になる時間しか持たなかつた働く児童の余
暇の増大は著しいものがあると推定される。しかしながら、このようにして生じた余暇を健全に過ごす
だけの分別を、若い児童たちに多く期待することはかなりの難事である。ちなみに、最近の少年非行の
ひん発は目をおおうものがある。中小企業で働く児童に健全な教養娯楽を与え、まじめな労働者に成長
させるためには、個々の中小企業の事業主の力のみでは足りない。働く児童の情操を豊かにし、毎日を
明かるく生活させるための施策が切に要望されるわけである。まず、かれらにはいこいの場所がない。
働く児童のために、児童館などをさらに拡張し年長児童にも解放するとともに、その増設のため厚生年
金保険の積立金の還元融資の相当部分が年金福祉事業団を通じて、商工会、中小企業等協同組合などに
貸し付けられる必要がある。運動場、プール、体育館、保養所などについてもこれらの連合体を対象と
して相当額の貸し付けが低利で行なわれるべきである。また、従来の施策に加えて、働く児童が低れん
な費用で演劇、映画が観覧できるようにし、あるいは定時制高校への通学を奨励するなどの方策を検討
すべきであろう。このほか、健全育成対策の一環として行なわれる青少年活動などをさらに積極的に推
進し、その主催のもとに講習会、レクリエーシヨン活動を行なうために、国、地方公共団体は、必要な
財政的援助措置を講ずべきである。また、情緒の安定しない(たとえば、自殺者の多きをみてみればよ
い。)青年労働者に対してもさらにじゆうぶんな福祉の手を伸ばすべきではなかろうか。
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第62表 事業場規模別年少労働者従業員数

第19図 34年3月中卒者の就職後18か月間における離職状況

第三に、中小企業における労働環境の整備について述べてみよう。大企業では、技術革新の波に押さ
れ、次々に設備投資を行ない、新しい清潔な工場で、労働者は快適な環境のもとで働くようになつてき
ているのに対し、中小企業労働者の場合は好ましくない労働環境で終日働かなければならないという状
態がいまだに多い。また、食事をする場所、便所、専用水道、換気設備などについても、大企業と中小
企業の格差は著しいものがある。厚生年金保険の還元融資は、従来この種施設には振り向けられていな
かつたのであるが、このような労働環境を明るくし、労働意欲を増大するような準生産施設にも重点的
にまわすべきであるものと考えなければならない。また、住宅、共同給食施設については、中小企業で
は単独に設置することが採算上むずかしい以上、その連合体である商工会、中小企業等協同組合などに
対する融資を通じて、積極的にその設置のための助成を図るべきである。最近、中小企業団地を作ろう
とという動きがとみに強くなつてきているが、こうした配慮がなければ、なかなか成功しがたいであろ
う。購買施設や消費生活協同組合の育成についても、同一業種とのかねあいを考えつつ推進を図る必要
がある。

第四として保健衛生活動を取り上げてみたい。もちろん、定期の健康診断など事業主の義務とされるも
のについては、その完全励行を図るよう指導すべきことはいうまでもない。大企業が現在任意に行なつ
ている保健衛生活動に相当するものを中小企業の事業主にそのまま期待することはできないから、これ
を補完する意味で地区の保健所が強力に保健衛生活動を行なうべきであろう。また、栄養改善対策とし
て、共同で行なう給食事業については、なんらかの助成の方途を考究すべきではなかろうか。

また、世帯主が中小企業労働者である場合には、低所得多就業のため外で働く婦人も多くなることと推
測されるが、この場合の保育に欠ける児童を預かる保育所は、必ずしもじゆうぶんなものとはいえな
い。このため、都市では幼稚園にその保育をゆだねるという場合も生じているが、保育時間、費用など
の点でとうてい万全を期しがたい。すみやかに保育所を増設し、中小企業労働者世帯における働く母の
福祉の向上を図る必要がある。
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第一部  総論
第二章  変動する社会における諸問題と厚生行政
第四節  低所得階層の実態とその対策
一  世帯構成

いうまでもなく世帯の規模の大小は、その世帯の生活水準の高低と密接に関係するが、なかでも世帯に
おける有業人員すなわち世帯主と世帯員の稼得力と密接に関連する。

そこで昭和三五年厚生行政基礎調査から世帯業態別に世帯規模をみると、第六三表のとおり耕地面積
〇・三ヘクタール以上のいわゆる農家においては、五・九人であり、耕地面積〇・三ヘクタール未満の
世帯では、事業経営者世帯が四・七人と特に大きいが、常用勤労者世帯は三・四人、不安定世帯といえ
る日雇労働者世帯は三・九人、家内労働者世帯は三・六人、その他の就業者世帯は三・六人であり、不
就業者世帯の一・八人を除けば、不安定世帯だからといつて世帯規模そのものには一般とそれほどの開
きはないといつてよい。そしてこのような傾向は、また、有業人員や有業率においても同様である。

第63表 世帯業態別にみた世帯員構成(35年4月15日現在)

なお、不就業世帯の世帯規模や有業率の低い理由は、世帯人員や有業者の最も少ない高齢者世帯の約五
〇%がここに含まれているためであるが、ちなみに高齢者世帯の平均世帯人員をみると、一・五人、平
均有業人員は〇・六人、有業率は〇・四一人となつている。
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第一部  総論
第二章  変動する社会における諸問題と厚生行政
第四節  低所得階層の実態とその対策
二  所得および消費の状態

昭和三五年の厚生行政基礎調査によつて、世帯人員が四人の世帯をとつて同年三月におけるその現金収
入額をみると、常用勤労者世帯の現金収入額に対して、日雇労働者世帯四七・七%、家内労働者世帯七
六・一%、その他の就業世帯六六・〇%、不就業世帯は五八・八%であり、不安定世帯の収入は常用勤労
者世帯に比べてその約六〇ないし七五%前後にすぎない。また同じ四人世帯について現金収入と現金支
出とを対比すると、不安定世帯のうち、日雇労働者世帯および不就業世帯はじやつかん赤字を示し家内
労働者世帯とその他の就業者世帯では少額の黒字となつており、この点でも収入の六%の黒字を示して
いる勤労者世帯の場合とでは開きがみられる。

次に総理府家計調査の結果により都市勤労者世帯のうち、最も所得の低い第一・五分位階層を中心とし
て最近の動きについてながめてみよう。

これによると、都市勤労者世帯の五分位階層別一か月平均実収入は、第六四表のとおり、各階層にわた
つて各年とも増加が著しいが、とくに三五年においては三四年と比べて、第五・五分位階層の上昇率一
二・五%に次いで第一、第二・五分位階層がそれぞれ一一・四%増、一〇・四%増と上昇率が著しい。し
かもこの間における物価の影響を除去した実質増加率をみても、三三年を上回る最高の増加率を示して
いる。しかし、三二年には第五・五分位階層、三三年には第三、第四・五分位階層、三四年には第一か
ら第三・五分位階層までの伸びが最も大きく、三五年は各階層の伸び率の差は小さいがいずれかといえ
ば伸びの中心がふたたび、第五・五分位階層へ移つてきているとみられる。なお、三六年上半期におい
ては、第五・五分位階層の伸びが大きいが、下半期においては、第一、第二・五分位階層がどのような
動きを示すかが注目される。

第64表 都市勤労者世帯における実収入の推移(1か月平均)
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さて、次に第一、第二・五分位階層における消費支出について述べてみよう。最近の都市勤労者世帯に
ついて五分位階層別に消費支出の推移をたどつてみると第六五表のとおりである。三四年と比べ所得の
場合と同様に、第五・五分位階層の伸びが一〇・五%と最も大きいが、これに続いて第二、第一・五分
位階層の順で第五・五分位階層と増加率にそれほどの差を持たずに大幅な伸びを示している。

第65表 都市勤労者世帯の実収入5分位階層別消費支出(1か月平均)

これを費目の内訳でみると第一、第二・五分位階層における三五年の特徴は、住居費のうち家具、じゆ
う器がそれぞれ四三・一%、四〇・〇%と激増していることが目だつている。三二年ごろから第五分位階
層にはじまつたテレビなどの耐久消費財の普及が三年後ようやく低い所得の階層に及んできたといえ
る。住居費以外では、光熱費(三四年比、第一階層一九・九%増、第二階層二二・八%増)被服費(同、第
一階層一四・八%増)のほか、教養娯楽費とか交際費のような支出が三四年に比べて、伸びがかなり大き
くなつている。なお、食料費は、第一・五分位階層六・四%増、第二・五分位階層八・一%増となつてい
るが、このうち穀類消費は停滞して、三四年とほとんど差異がみられない。したがつて、エンゲル係数
は、第一・五分位階層から第五・五分位階層までいずれも三四年を下回り、第一・五分位階層で四八・
九%)第二・五分位階層四四・七%、第三・五分位階層四一・二%、第四・五分位階層三八・一%、第
五・五分位階層三一・七%と三四年に引き続き好調を示した。しかしながら、家計の黒字は、第六六
表のとおり第一・五分位階層がマイナス二、六三五円(対前年比三・六%の赤字増)、第二・五分位階層が
プラス一、六八二円(対前年比八・四%の黒字増)となつており第一・五分位階層の収支は依然として赤字
を続けている。とはいえ、さきに述べたごとく、好況の波はともかく、低い所得階層の所得にまで浸透
し、その増加にささえられて消費の著しい伸長を実現しえことは、一応、これらの低い所得の階層の消
費生活の内容を向上させたものとみることができよう。

第66表 実収入5分位階層別黒字額の動き(1か月平均)
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なお、三六年上半期においては、第一、第二・五分位階層における消費支出は、所得の伸びと同程度な
いしこれを上回るという実績を示すに至つているので、今後の動きが注目されるところである。

以上都市勤労者世帯の第一・五分位階層を中心として最近の消費支出の動向の一端をうかがつたが、次
に低所得階層における消費支出の特徴を、前掲の三四年一〇月の生活実態調査から五人世帯を例にとつ
てながめてみると、第六七表のとおりである。すなわち、これによると、低所得階層においては、食料
費の占める割合は、これと対比した都市勤労者世帯の平均と比べて、かなり高いが、支出水準の上昇に
つれてしだいに穀類への依存度を低め、また副食のうち、魚・肉・卵・乳などの動物性食品に対する支
出の増加が認められる。この食料費に次いで支出の比重の高い被服費は、支出水準の上昇に伴つて急激
に増加しているが、このような動きは、さらに住居費の場合に一層顕著に示されている。これに対し
て、光熱費は、低い支出水準の世帯でも、かなりの額に達しているが、住居費や被服費の場合と異なつ
て、支出水準の上昇があつても、それほど大幅な増加はなく、しかも、支出水準の上昇につれて、消費
支出に占める割合は、しだいに減少していく傾向を示しており、きわめて弾力性の乏しい費目となつて
いることが示されている。

第67表 5人世帯平均支出内訳

最後に被保護世帯と一般勤労者世帯の消費支出を東京都の世帯について比較してみると、第六八表のと
おり、被保護世帯の一人当たり支出は、一般勤労者世帯に比べると、三五年までの状況にみるかぎり
年々その差が開く傾向にあつたが、このような傾向も、三六年四月における保護基準の引き上げの結
果、両者の開きは、若干縮小し、三六年四月分の調査によれば、前者は後者の四二・一%となるに至つ
た。

第68表 一般世帯に対する被保護世帯(東京)の生計費の推移(年間1か月平均)
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三  健康の状態

まず、傷病の状態についてみよう。昭和三五年国民健康調査によれば、世帯種別でみたり患状況は第六
九表 のとおり、被保護世帯の有病率は一、〇〇〇人当たり一五九・六で平均の三・四倍、一人当たり月
間病日数は五・七〇日で平均の二・五倍、り患(発病)一件当たり病日数は四三・二日で平均の三・四倍で
あるが、り患率は一三一・九で平均の一七七・八を大きく下回つている。これらのことから、被保護世
帯員はその他の世帯員に比べて発病は少ないが、一か月以上にわたる長期傷病が多いことを示してい
る。このような被保護世帯員の受療傾向を、社会医療調査によつて主要疾患別に健康保険加入世帯員と
比較したのが第七〇表である。生活保護法による入院加療の八〇%が結核と精神病で占められており、
組合管掌健保のそれらが三二%にすぎないのに比べると著しく高い。このことは、疾病が貧困の最大の
原因であることを端的に物語つているものといえよう。その他の疾患で入院する者は、性病、悪性新生
物、高血圧性疾患が多く、分べんやその合併症で入院するものは、医療保険加入世帯員に比して著しく
少ない。次に、外来受療の傾向をみても、被保護世帯員では結核が最も多く次いで、高血圧性疾患、神
経痛および神経炎、関節炎およびリユーマチなどであるのに対し、医療保険加入世帯員では、急性鼻咽
頭炎(かぜ)や下痢、腸炎などで受療するものが多いのが目だつている。

第69表 世帯別でみたり病状況(35年10月)

第70表 生活保護、健康保険管掌別・主要疾患別診療件数構成比(34年11月分)
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次に栄養摂取の状況を国民栄養調査によつて、常用勤労者世帯と日雇・家内労働者世帯の比較によつて
みてみよう。摂取熱量自体は、むしろ日雇・家内労働者世帯に多いが、動物性たんぱく質、脂肪の摂取
量は相当劣つている。また、食品摂取量について比較してみると、第七一表で明らかなとおり、両者の
間に相当な隔たりのあることが明らかである。すなわち、日雇・家内労働者世帯では、大麦、さつまい
も、魚介、その他の野菜などおおむね価格の安い食品が比較的多く、砂糖、油脂、卵類、乳類、くだも
のなど高価な食品は、常用勤労者世帯の半分または四割程度しか摂取していない。このように低所得階
層の食生活は食物構成を単純なものとし、変化のない食生活を余儀なくされている。

第71表 常用勤労者世帯と日雇、家内労働者世帯の食生活(食品摂取量)の比較(1人1日当たりg)
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四  低所得階層対策

以上のように低所得階層の生活実態について可及的広範囲の各種の統計調査資料に基づき、これを実証
的に検討してきた。しかしながら、一口に低所得階層といつても、その低所得構造や家族構造は複雑多
岐にわたつており、失業、短時間就業、不完全就業、老齢、生計中心者の死亡、傷病、労働能力の喪
失、家族崩壊、教育訓練の欠如などの低所得原因の一個または二個以上の複雑な組み合わせが低所得階
層を形成しているのであるから、その性格はすこぶる多様である。したがつて低所得階層対策における
積極面としては、これらの低所得の原因を除去し、また未然に防除することが重視されなければならな
い。他面、低所得の状態にある者については、その程度に応じて直接、最低限度の生活を保障すること
が必要であり、それぞれの特殊性を考慮して弾力的に各種の福祉対策を充実してその福祉の改善を図る
ことが、当面の対策として軽視されてはならない。低所得原因の除去や防止の対策については、いうま
でもなく、国の各分野における諸施策が総合的に実施される必要があり、わが国における現状からみれ
ば、中小零細農工商業における業主および同家族従業者や雇用者の所得の向上を図り、同時に医療保
険、年金保険、失業保険などの社会保険の拡充や各種厚生福利施設を整備してその福祉水準の引き上げ
を行なうなどの対策が有効である。厚生行政の側における対策も、低所得階層に対する総合対策の一環
として行なわなければならないことはいうまでもないが、ここでは、主として現在厚生行政として取り
上げている対策の拡充強化および将来厚生行政として取り上げるべき対策の模索という意味において、
以下、おもな問題点とその対策について順次述べていこう。

現在、低所得階層に対する多くの対策の中で実質的に最も高い比重を占めている生活保護制度について
は、今後生活保護基準を国民生活の水準の上昇に応じて漸次引き上げていくことはもちろんである。将
来の低所得階層の構成は現在より相当変化することが予想され、中でも不完全就業による低賃金現象が
解消するとすれば、世帯主や世帯員が働きながら保護を受けるという稼働世帯は急速に減少の傾向を速
め、その結果、被保護階層のほとんど大部分は世帯主や世帯員が働いていない非稼働世帯によつて占め
られることになると考えられる。しかし、このような事態の実現はなお将来のことであり、当面稼働世
帯の勤労意欲を助長し、自立更生を促進するため勤労控除制度を充実する必要がある。また、生活保護
世帯における平均世帯人員の減少を考えれば、これらの世帯における多子現象は、近年急速に減少し、
漸次標準世帯の構成に近づきつつあるものと思われるが、従来の事例をみると、母子世帯などにおいて
は、児童が成長して稼得するに及びしだいに生活保護を脱却するケースが比較的多いことなどを考える
と、低所得階層における児童の福祉の向上を図るための具体的方策として児童手当制度の創設の検討が
進められるべきであろう。しかし、本来、低所得階層対策は低所得原因の排除および予防という面から
確立されることが本筋とされているのである。現在、厚生省関係では、生活困窮に陥つた者の最低生活
を保障する制度としての生活保護を除いて各種の法律に基づいて予防面に重きを置いた低所得階層対策
が行なわれている。個々の制度の内容については各論において述べることになるが、結核、国民健康保
険、国氏年金対策を除いては、予算的にはみるべきものが少ない。今後においては、これらの対策をわ
が国の産業構造、就業構造、所得構造の変動に即応して弾力的に拡充強化していく必要があることはも
ちろんであるが、欧米先進諸国に比較して著しく遅れている老人、身体障害者、精神薄弱者、児童対策
については、その更生援護対策を強化するよう特段の配慮を払う必要がある。また、わが国独特の対策
として相当の効果をあげている世帯更生資金貸し付け制度なども、低所得階層から被保護階層への落層
防止という点から弾力的に充実していくべきであろう。

なお、厚生省以外の他省関係の対策のおもなるものとしては、失業対策事業などの公共事業対策や中小
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企業対策および零細農対策、失業保険の充実および失業対策事業賃金の引き上げ、失業多発地帯におけ
る労動力の他産業への移動促進、職業補導制度の充実、育英制度の強化、低家賃住宅の建設などの諸対
策があるが、これらの対策は厚生省関係の対策と有機的に連けいして推進される必要がある。中でも低
家賃住宅の建設、育英制度などについては、どちらかといえば、低所得階層のうち中程度以下の階層の
対策として効果を上げていない面もあるので、今後じゆうぶんに検討に値する問題というべきであろ
う。

最後に厚生行政における低所得階層対策の多くは医療施設のほか社会福祉施設、児童福祉施設などの施
設の利用を伴う場合が多い。ここでは、特に社会福祉および児童福祉の各種施設における運営の問題、
中でも職員の問題にふれてみよう。

現在、生活保護施設、身体障害者などの更生援護施設、婦人保護施設、養護施設、保育所などの児童福
祉施設において、老人や児童、病人や障害者などのめぐまれない境遇にある人々の福祉の向上のため
に、これらの人々と日常の起居をともにし、日夜これらの人々の世話に明け暮れている公私の施設の職
員は、社会福祉施設(医療保護施設を除く。)で約一万三、〇〇〇人、児童福祉施設で約七七、〇〇〇人を
数えている(付表一六参照)。職種でみると、指導員、職業指導員、保母、教母、寮母、医師、保健婦、看
護婦、助産婦、栄養士、義肢工は約七万三、〇〇〇人である。ちなみに、これらの人々によつて保護さ
れている対象者は昭和三四年末現在約九〇万人であり、そのうち保育所入所者約七〇万人、その他の施
設収容者約二〇万人となつている。児童福祉施設の保育所の例をとれば、保母は、約三万人であるか
ら、平均一人当たり約二三人の児童の保育にあたつていることになり、また、社会福祉施設の保護施設
に例をとれば、約八万人の老人や廃疾者などの要保護者について約五、〇〇〇人の専門職員が一人当た
り平均約一八人の恵まれない人々の保護を担当していることになる。

施設における技術職員は、社会福祉関係法規に基づいて、一定の資格要件が定められ、それぞれ専門職
員とされている。従来、わが国の社会福祉、児童福祉事業は近代的な意味ではまだ日が浅く、従事者の
養成も必ずしもじゆうぶんでなかつた。この領域における今後の施策の成否は一にかかつて専門職員の
充足と資質の向上にあるといえよう。最近においては、高度経済成長に伴う労働力の需給ひつ迫から、
施設職員、中でも有資格職員が他の一般産業に転職し、施設職員が得がたい状況にあるといわれてい
る。今後における激しい経済、社会上の変動はこの傾向にさらに拍車を加えることになるものと思われ
る。他方、今後においては養老施設、保育所、各種の障害者施設などがますます拡充整備されるにした
がい、その運営もますます近代化を要請されてくる。そのための施設専門職員の需要はますます多くな
つてくるのである。いまや、高い知識内容とすぐれた処遇技術を習得訓練するための教育訓練機関の拡
充と技術水準の向上を図ることが何よりも重要であるが、同時に専門職員の社会的地位の向上ととも
に、その待遇の改善を図つていくことが併行されなければならない。そしてその方策については諸種の
特殊事情や困難な問題も多いので今後における長期的見通しのうえに立つた慎重な研究と検討とにまつ
面が多い。
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わが国の健康水準は、前章においてみたように多くの指標において近年著しく改善をみている。これは
最近における医学の急速なる進歩、公衆衛生や医療の分野に働く人々の努力、国民生活の一般的な向上
などのたまものであつて、まことに喜ぶべきことである。しかし多くの指標においてまだ欧米先進国の
域に達していないものも多く、健康水準の向上に一層強力な施策を推進する必要性を痛感するのであ
る。しかし、これらについてはそれぞれ各論に譲ることとして、ここではこれらの施策を進めるにあた
つて重要と思われる二、三の基本的考え方について特に述べることとしたい。
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一  保健対策の総合性

まず前述した健康の指標は、WHOの技術報告にも述べられているごとく健康のすべてを表示しているも
のではない。こころみに見方を変えて健康ということをわれわれの日常生活にあてはめて考えてみた場
合どうであろうか。われわれは日常の生活において、疾病とまではいかなくとも食欲不振や不眠に悩ま
されることはないであろうか、一日の仕事に精励し翌日に疲労を残さないように適切な休息がとられて
いるであろうか。精神の健康という面では仕事に精神力の集中が可能で、きらいな同僚とも仲よく仕事
ができるであろうか。こう考えてくると完全に健康である人々はきわめて少ないようにも思われる。そ
してこの程度の軽微な健康の障害をは握することはきわめて困難なことに属するのであるが、実はこれ
が大多数の国民の日常生活に少なからざる障害を与えているのである。

最近におけるビタミン剤、強肝剤、滋養強壮剤などいわゆる保健薬といわれるものの生産量の推移をみ
ると、 第七二表に示すようにこれら保健薬に対する国民の需要は近年特に増加の傾向がみとめられてい
る。この事実は国民消費水準の向上によることももちろんであるが、国民が健康に対してなんらかの不
安を持ち、この解消を保健薬に求めているという事実とみることができよう。またさきにも述べたよう
に国民健康調査の結果によつてみると、国民の有病率、り患率、一人当りの年間病日数、り患一件当た
り病日数いずれにおいても増加の傾向がみとめられており、病院・診療所の側からみた患者調査の結果
によつてみても国民の受療率は年々上昇をきたしている。このことは医療保険の普及や各種医療費の公
費負担の拡充、医療機関の増加などによる医療の普及、健康診断の普及による早期受診の増加など喜ぶ
べき現象を示していると同時に、日常生活の心がけによつて容易に防止できる軽微な呼吸器疾患などが
増加の傾向にある点よりみれば、国民がみずからの健康に留意する保健意欲が低下しているようにも思
われる。内閣総理大臣官房審議室が昭和三五年一〇月行なつた「国民の医療に関する世論調査」によれ
ば、ふだんから自分の健康に特に気をつけているという者は被調査者の四八%であつて、自分の健康を
守るためにふだんからなにかやつているという者は三八%あつた。しかし、健康を守るために特にやつ
ていることを具体的に調べると、第七三表のとおり、六大都市居住者ではビタミン剤などの薬品を使用
すると答えたものが、栄養に気をつけるというものと同じくらい多いのであつて、健康生活への意欲は
高いとはいい切れないのである。医療保障制度がいかに完備して国民が疾病の治療にことかかぬように
なつても、健康の増進や疾病の予防についての事業の推進がこれに伴わず、国民が積極的な健康の増進
についての意欲を持たなかつたならば真の意味で国民の健康水準を向上させることはできない。健康の
障害をもたらす要素としては昔から主体、病因、環境が三大要因としてあげられている。等量の病因の
侵襲を受けても、主体の抵抗力の相異によつて発病する者としない者がある。栄養の良否、体質の強弱
などが抵抗力を左右する重要な因子である。この意味で日常、健康の増進に意を用いることが必要であ
つて、特殊な細菌の侵襲対しては主体に免疫性を付与する目的で予防接種が広く応用されている。

第72表 保健薬生産高の年次推移
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第73表 「保健に対する関心」の地域別の分析

病因には細菌、リケツチア、ビールス、その他の病原微生物、寄生虫などのほか化学的物質および高
温、高圧などの物理的原因などがある。病因が微生物である場合には感染源の離隔消毒などが伝染病対
策として重要な仕事となつていることは周知のとおりである。環境は住居、上水道、下水道の有無、し
尿処理の状況、栄養、労働環境、社会環境などあらゆる疾病の原因として重要な因子を占めている。

これらの因子の複雑な組み合わせが程度の差こそあれ健康から疾病へと進行せしめるものである。疾病
の進行過程とこれを防止するための各過程における保健活動を示すと、第二〇図のごとくであつて、健
康水準の向上のためには、疾病が進行する各段階すなわち健康-発病-回復-治ゆのあらゆる過程において
適切な保健活動が国民のために保障されなければならない。この保健活動の総合性という理念はすでに
WHOが数回にわたる保健活動に関する専門委員会の報告によつて強調してきた理念であり、また、医療
制度調査会においてもすでに認められた基本的原則である。すなわち地域たると職域たるとを問わず対
象となる人々の保健的要求に応じて健康の増進のための活動、特殊疾病の予防、早期診断、早期治療、
適正医療、リハビリテーシヨンが総合的に計画され、その計画に基づいて、公的、私的の諸機関による
公衆衛生、医療の諸活動が緊密な協調のもとに実施されてはじめて保健活動全体が効果的、経済的に成
果を上げうるものである。

第20図 疾病の進行と保健活動
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保健活動の総合性は医療機関の機能の面においても留意されなければならない。たとえば、病院の活動
は、治療のみならず健康の増進、疾病の予防、リハビリテーシヨンにわたる対人保健活動の全部にわた
ることが望ましいのであるが、三四年に病院管理研修所が全国二七九の病院について調査した結果によ
れば、結核患者家族の結核検診を実施しているもの二〇%、予防接種六一%、母親教育一八%、結核患者
のフオローアツプ一一%、人間ドツク三二%、保健婦の設置二%という状況であり、その地域の保健的要
求にこたえていない場合が多い。

前述の国民の医療に関する世論調査の結果によれば二〇歳以上の男女でかかりつけの医師を決めている
ものは総数の五四%であつて、その大部分は開業医であるが、かかりつけの医師を決めているものであ
つてもその医師に健康相談をしたり、疾病の治療以外にいろいろと健康上の指導をしてもらつている人
はそのうち約四割にすぎない。また近年開業医の地域活動が医師会を中心として組織的に行なわれるよ
うになり、開業医が地域の保健的要求にこたえて健康の増進や疾病の予防のための活動に参加する機運
が起こつていることは喜ばしいことであるがこれも開業医が日常の診療に多忙であることや健康管理の
経済的評価がじゆうぶんに行なわれていないため、一部の地域に限られているうらみがある。もちろん
各種医療機関のすべてに前述したごとき総合的活動が要請されるものではない。都市などの医療機関が
数多くあるところでは、おのずからその活動分野に分化が生じ専門化してくることは当然であり、それ
によつて医療の水準も向上するのであるが医療機関の少ない郡部においては特に医療機関の総合活動が
要請されるのである。WHO専門委員会の報告において「医療機関の地域化」ということが強調されてい
るが、これは医療機関がその地域の保健的要求に最も適合した機能を発揮することを指しており、病院
や保健所の整備計画もこの原則によつて進められているといわれよう。

わが国保健衛生制度の発達をふりかえるとき、まつ先に治療医学が、次いで予防医学がそして近年よう
やくリハビリテーシヨンがその発達の緒についた現状において今後いかにこの三者を協調発達せしめて
国民の要望にこたえるかが今後の問題であるが、ここでリハビリテーシヨンのあり方について一言して
おこう。欧米先進諸国においては、この事業は、戦争中から長足の進歩を示し、医療保障の最終段階と
して人的資源の活用と社会の福祉に大いに貢献しているが、これはこれらの諸国においては多くの疾病
が予防可能となつて健康の水準が向上し、重症患者も治療医学の進歩の結果死亡しなくなつて、リハビ
リテーシヨンに対する社会的要求が高まつたことおよび経済的社会的進歩によつて身体障害者に要求さ
れる教育的職業的水準が高まつたことなどがあげられよう。この事業は、治療、予防に続いて、「第三
の医学」と呼ばれているように、医療保障の分野においては、しめくくりをなす仕上げの段階であり、
生活保障の面では、障害により所得を中断された者の社会的更生という積極的な内容を持つのである
が、まだその発達の歴史は浅く、なすべき多くの事が残されているのである。

わが国の身体障害者は、三五年の身体障害者実態調査では全国に約九五万人もいるものと推計され、そ
のほか、結核による身体障害者は数十万人、脳卒中にり患して生存しているもの約三〇万人と推定され
るのであり、これに循環器疾患、精神障害などを加えれば、リハビリテーシヨン事業の対象となる人々
はきわめて多数に上ると考えられるのである。これらの身体障害者は適切なリハビリテーシヨンサービ
スを受ければ、一般の人々が想像する以上に、健康人の間に伍してそん色なく活動できるものであり、
これによつて、社会の負担が軽減されるばかりでなく、さらに経済的寄与も期待しうるものである。
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わが国の身体障害者などに対する福祉事業は、戦争中傷病軍人の保護を目的として開始されたが、その
後身体障害者福祉法、児童福祉法、精神薄弱者福祉法が制定されるなど、その体系も逐次整備され、相
当の実績を上げつつあるが、その対象となる者は主としてし体不自由者、視覚・聴覚・言語障害者およ
び障害児に限られている。外科的身体障害者は外見上人目をひきやすいのに対し、内科的身体障害者や
精神障害者は目だたないが、更生にあたつて一層の忍耐と努力とを必要とするのである。将来は結核、
精神障害者その他の内科的疾患に対してもリハビリテーシヨン事業が組織的に進められるべきである。

また、医学的リハビリテーシヨンは傷病の治療と切りはなして存在するものではなく、治療中から始め
られなければならない。こうすることによつて長期の疾病や負傷によつておこる身体的、精神的、社会
的、職業的ハンデイキヤツプの防止が可能となるのである。わが国の現状は、厚生年金病院、労災病院
および国立温泉病院、結核療養所などのごく一部で医学的リハビリテーシヨンが実施されている程度で
ある。

わが国のリハビリテーシヨン施設の種類とその現状は、身体障害者の数に比してその収容力は著しく少
ないばかりでなく、地域的不均衡も著しい。またその活動の分野が医療と福祉の分野にまたがつている
ためその性格は今のところ必ずしも明確でなく、専門職員もまたじゆうぶんでないので、これが活動を
阻害している。そのほか、リハビリテーシヨンに要する費用の負担方法、専門技術者の養成など今後に
残された問願点は多いのである。さらに身体障害者の雇用状況をみると前記身体障害者の実態調査では
就業しているものは約四五%で、それも自営業が約半数を占め、常用雇用者は少ない。三五年一一月の
労働省の調査では、身体障害者の雇用率は従業員一〇〇人以上の事業所で〇・八二%、五〇〇人以上の
事業所で〇・九二%で諸外国に比して著しく低率である。従来からリハビリテーシヨン活動の一つのあ
い路は身体障害者の雇用問題にあつたのであるが、今後は身体障害者の雇用の開発も同時に推進する必
要がある。

リハビリテーシヨン事業は各種専門分野の協調によらなければその効果を著しく減殺してしまうことに
なる。国や地方の行政の各段階においてはもとより、対象となる人々の取り扱いについても、これに関
係する各種の施設や直接リハビリテーンヨン活動にたずさわる技術者はもとより、職業あつせんにあた
る人、雇用主などの理解と協力にまたねばならぬのであり、今後のリハビリテーシヨン事業について総
合的計画の樹立の必要性が痛感されるのである。
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第五節  国民保健の向上とその対策
二  健康水準の向上とその関連施策

さきにわれわれは、わが国の保健福祉水準の国際的地位、最近におけるその向上の推移、その地域なら
びに産業別格差について述べた。これによつてみると健康水準の指標とその他の生活や福祉の水準の指
標との間には一般的にいつて高度の相関関係があることがわかつた。

このような事実からいえることは、健康の水準を高めるためには生活環境因子の水準を高めることが必
要で保健活動の充実のみでは限界に突きあたることを認めざるをえない。たとえば学童の体格の改善に
ついては栄養の改善が最も重要なる因子を占めるが、これについては所得水準の向上とともに、乳牛、
山羊の飼育率の上昇などの食品中のたんぱく質源の確保が平行して実現されなければならない。しかし
ながら所得水準が上昇しても栄養改善が意識的に行なわれない場合には健康水準の向上は期待しえな
い。すなわち栄養の改善についていえば、カロリーとたんぱくのほか、栄養学的なバランスのとれた食
事ということが重要な要素となつているが、近年所得水準の高い欧米諸国において動物性食品摂取カロ
リーが総カロリーの量の四〇%をこえてきて、かえつて心臓病の多発に悩んでいる状況である。ひとり
オランダは例外で心臓病は最も少ない。この原因は、主としてオランダの食生活にあるものと思われ
る。すなわち、この国はアメリカに比べて肉の消費量が半分以下、じやがいもは逆に三倍近く多く、植
物性油脂の消費量も多い。牛乳の消費量は大差はないが、アメリカでは生乳によるものが五三%程度あ
とは加工乳製品、特にバターやアイスクリームが多いが、オランダでは生乳が九三%を占め、バターは
ほとんど摂取しないで輸出し、もつぱら植物性マーガリンによつており、このほか、豆、ソーセージ、
黄緑葉類のスープを常食としている。

わが国においても長寿村といわれる房州西岬の住民の食生活は魚を主体として動物性たんぱくおよび必
須脂肪酸を多くとつている。そのほかごま油、らつかせい油、なたね油、大豆油といつた不飽和脂肪
酸、のり、こんぶなどの海そう類を多量にとつている結果、循環器系の老化現象を防止し長命であると
いわれている。これらの例でもわかるように生活水準の向上と栄養指導の両者が相まつて食生活の改善
が行なわれ、健康水準も向上するのである。

その他無医地区の解消には道路の整備、輸送と通信の発達が重要な役割を果たすであろうし、児童福祉
の充実や青少年運動の推進は児童の健康水準の向上にも重要な役割を果たしている。このように考えて
くると健康水準の向上には社会福祉、社会保険、公的扶助の諸政策の充実が必要であるばかりでなく、
所得水準や教育水準の向上、労働条件の改善などを目標とした諸施策の総合的な推進が必要である。

さて保健福祉活動の総合的推進を図りその効果を上げるためには、地域住民の活動を中心とする地区組
織活動と政府や地方自治体の行政的諸活動が相互に相助けあつて進められることが必要である。関係行
政機関、保健福祉関係諸団体、保健福祉関係施設、医師、歯科医師を始めとする保健関係者、ケース・
ワーカーなどの福祉事業にたずさわる人々の協力が必要なことはいうまでもなく、社会資源の開発とこ
れを効果的に利用することとが必要である。保健福祉事業は、土木事業などとはちがつて事業の成果が
すぐに目にみえるような形では現われにくい。効果を上げるためには長い間の地道な努力が必要であ
る。したがつて地域社会の保健的要求に応じた長期的視野にたつた計画性が要請されることになる。従
来はややもすると公衆衛生事業、医療事業、社会福祉事業、児童福祉事業などがばらばらに行なわれて
いた。保健の分野だけについてみても事業の計画の主体である保健所、市町村、社会保険、病院、診療
所などの連絡は必ずしもじゆうぶんとはいえなかつた。これでは保健福祉事業全体として無駄も多いし
効果も上がらない。社会福祉や児童福祉の関係においては一層協調が薄れていたことはいうまでもな
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い。

地区保健福祉活動は保健福祉事業を総合的に実施するために不可欠であるにもかかわらず従来あまり活
発でなかつたのは、わが国の保健福祉活動の歴史が浅く、なにごとも中央依存で地方の自主性が軽んぜ
られ、また現場に働く保健福祉関係者の教育と訓練が不じゆうぶんなために地方の実状に応じた独自の
計画を立案し実施する能力に欠けていたという原因もあろうが、今後はその活動が活発になるよう各方
面の協力が期待されているのである。
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第五節  国民保健の向上とその対策
三  保健活動に従事する技術者の養成訓練

保健活動が効果を上げるためには、保健事業関係者の充足と質の向上、組織の確立、財源の確保などに
つき必要な対策がとられなければならない。特にこれに従事する人々の技術の向上と、必要数の充足は
最も重要な要素である。

保健活動に従事する技術者は日進月歩の医学医術の進歩に遅れずその地域のたえず変化する保健的要求
に応じて活動せねばならず、そのためには平素から保健衛生の基礎的な知識、技術はもちろん、これを
実際に応用するに必要な訓練が行なわれていなければならない。

病院、保健所、母子健康センターなどいかに施設が整備されても、技術者の充足がこれに伴わねば活動
はできない。しかも施設は比較的短期間で建設が可能であるが、人の養成と訓練には多くの年月が必要
である。

保健活動の分野においても、従来とかく制度の体系や施設の整備に追われて、保健活動の従事者の教
育、訓練があと回しになつていたことは反省しなければならない。

保健事業に従事する各種の技術者のうち特に不足していると思われる者は、公衆衛生に従事する医師、
歯科医師、保健婦、助産婦、環境衛生技術者などである。たとえば保健所費補助対象職員の充足率は昭
和三六年四月の厚生省公衆衛生局の調査によると定員二万九、四四四に対して全体として充足率七三%
であるが、これを職種別にみると、医師五一%、歯科医師六一%、保健婦七一%、助産婦二三%、衛生工
学指導員二八%で著しく不足している。その他食品衛生監視員、環境衛生監視員などの環境衛生技術者
もそのばく大な業務の要求量に対して絶対的な量的不足の状況にあるし、衛生統計技術者なども不足で
ある。また臨床に従事する医師、歯科医師一人に対する人口数は諸外国に比してあまりそん色がな
く、第七四表に示すとおり年々減少の傾向にあるが、衛生行政または保健衛生業務に従事する医師、歯
科医師一人に対する人口数はむしろ増加の傾向にあり、諸外国に比較しても保健衛生業務にたずさわる
医師、歯科医師の著しい不足を示している。
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保健婦の数にしても、イギリス、スエーデンなどの諸国においては人口三、〇〇〇ないし三、五〇〇に
一人の保健婦が活動しているが、わが国では人口約七、〇〇〇に一人の保健婦が活動しているにすぎ
ず、「医療に関する世論調査」の結果によつてみてもその需要を満たすには著しく不足している。

このような現状を是正し、保健活動の分野に人材を集め、仕事の質の向上と能率の増進を図るために
は、保健関係者の待遇の改善はもとより、その仕事自体の職業としての地位を確立することが必要であ
る。技術と職業倫理を向上し、仕事のモラールを高めるためには適切な教育訓練の計画に基づいて、高
度の技術を修得したものに対する特別な資格の授与も必要であろう。

治療医学の分野においても、看護婦、検査技術者、医療社会事業士などが不足しており、現在、一応需
要を満たしている開業助産婦についても高年齢層に偏在しており後継者の養成については問題がある。
また、リハビリテーシヨンの分野では理学療法または作業療法にたずさわる専門技術者などが著しく不
足しているし、医師、歯科医師については卒業後の補修教育制度の必要性が問題となつている。

今後は、適切な対策特に必要な財政的措置を講じ、保健活動に従事する人の確保と質の向上に努力する
ことがきわめて重要であろう。なお、これらの職員の技能の向上については、職場における研究活動の
積極的助成策を講ずるとともに、医療、公衆衛生の分野における研究体制の整備を図り、技術革新の進
行に即応しうる人的能力の養成につとめることが必要であろう。
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